
第１号様式（第６条関係）                （記入例） 

令和〇年 〇月 〇日 

新城市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

補 助 金 交 付 申 請 書  

 

令和〇年度新城市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金交付要綱第６条第１項の規定により、

関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

記 

 

１ 補助対象設備の設置を予定する住宅等の所在地等（□に✔を記入） 

□ 申請者住所と同じ  ☑ その他（以下に住所を記載） 

所 在 地 長篠字仲野１６-１１ 

建築区分 ☑ 新築  □ 建売  □ 既築 

３ 補助対象設備及び補助対象経費 

４ 補助金交付申請額 

５ 書類等についての問合せ先 

（裏面あり） 

申請者 

住 所 
〒４４１－１３９２ 

新城市字東入船１１５ 

フリガナ  シンシロ タロウ 

氏 名 新 城 太 郎 

電話番号  ０９０－○○○○－○○○○ 

２ 事業予定期間 

着工日 
令和〇年  〇月  〇日 

完了日 令和〇年  〇月  〇日 

対象設備（□に✔を記入） 補助対象経費（税抜き） 

一
体
的
導
入 

□ ＧＸＺＥＨ水準（太陽光、ＨＥＭＳ及び高性能外皮等）  

3 0 0 0 0 0 0 

     

円 

□ ＺＥＨ（太陽光、ＨＥＭＳ及び高性能外皮等） 

☑ 太陽光、ＨＥＭＳ及び蓄電池 

□ 太陽光、ＨＥＭＳ及びＶ２Ｈ 

□ 太陽光、ＨＥＭＳ及び断熱窓改修工事 

単
体
導
入 

□ 定置用リチウムイオン蓄電設備 

□ 家庭用燃料電池設備（エネファーム） 

□ 電気自動車充給電設備（Ｖ２Ｈ） 

□ 太陽熱利用システム（強制循環型） 

□ 太陽熱利用システム（自然循環型） 

□ 家庭用エネルギー管理設備（ＨＥＭＳ） 

交付申請額  7 0 0 0 0 円 

住 所 
〒441-〇〇○○ 

豊川市○○○○15  

事業者・担当者名 
㈱○○○○ 豊川支店 

（担当：○○○○  ） 

電話・FAX・メール 
電話 0533-○○－○○○○  FAX 0533-○○－○○○○ 

メールアドレス ○○○○@○○co.jp 

新築で住所が定まらない場合でも、新住所予定地を記載してく

ださい。（申請時に番地等が未確定の場合は、確定後、実績報

告書提出前に、計画変更承認申請書の提出を求める場合もあり

ます） 

右上の提出日から１０日以降の日付の

着工日の申請を受理します。 
 
（例） 

提出日４月１０日 

 着工日４月２０日以降 
 
※書類に不備がある場合、再度提出

した日から、１０日以降の着工日の申

請について交付決定しますので、期日

に余裕をもってのご提出をお願いしま

す。 

 

完了日は３月１０日（同日が閉庁日の

場合は、翌日以降の最初の開庁日）ま

で受理します。 



７ 設置予定の補助対象設備の概要（□に✔と概要を記入） 

☑ 住宅用太陽光発電設備 

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル 

1）太陽電池モジュールの型式 

① 〇〇－〇〇 

②  

③  

2）製造者名 〇〇〇〇 

3）太陽電池モジュールの公称 

最大出力と使用枚数 

① 370W × 15 枚 ＝ 5,550 W 

② W ×  枚 ＝  W 

③ W ×  枚 ＝  W 

合計 5,550 W 

4）太陽電池の公称最大出力値 

（小数点第３位以下を切り捨て） 
5．55       ｋW   

パ
ワ
ー
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ

ナ 1）パワーコンディショナの型番 
① 〇〇－〇〇 

②  

2）製造者名 〇〇〇〇 

3）定格出力値 
①  4 ．8      ｋW   

②   ．       ｋW   

☑ 家庭用エネルギー管理設備（ＨＥＭＳ） 

☑定置用リチウムイオン蓄電設備 

製造者名 ○○○○ 

パッケージ型式 ○○○○ 

蓄電容量 8..4  ｋＷｈ 

□ 電気自動車等充給電設備（Ｖ２Ｈ） 

□ 高性能外皮等 

□ 家庭用燃料電池設備（エネファーム） 

製造者名 
燃料電池ユニット： 

貯湯ユニット： 

型式 
燃料電池ユニット： 

貯湯ユニット： 

最大出力値  Ｗ 

□ 太陽熱利用システム 

 

製造者名 〇〇〇〇 

型式 〇〇－〇〇 

製造者名  

型式  

国のＺＥＨ支援事業等の補助金交付決定日       年     月     日 

製造者名  

型式  

一般財団法人ベターリビングの

認定を証明する書類 
 

補助対象設備の仕様が 

確認できる書類（パンフレット等）

の写しと同じ製造者名、型式、

数値等を記載してください。  


